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1. 本日、農協法改正案および特区法改正案が閣議決定された。いずれの分野

も成長戦略における重要な柱であり、法案の早期成立を期待する。

2. 農協法の改正は、農業の成長産業化と国際競争力強化をめざす改革の第一

歩となる。農協改革の目的は、戦後 60 年変わらなかった体制を変え、地

域の農協や農業の担い手が主役となり、自主性や独自性を発揮して地域農

業の発展に貢献し、農業生産法人や民間企業などと連携しながら、成果を

上げる仕組みをつくることにある。その意味で、中央会のあり方、監査の

あり方、准組合員のあり方などが、規制改革会議が提起した方向で着実に

改革され、農協の新しいモデルが築かれていくことを望む。

3. 一方、特区法の改正には、保育士不足解消に向けた地域限定保育士の創設、

公立学校運営の民間への開放など、幅広い分野における規制緩和策が盛り

込まれている。各特区が十分かつ迅速に活用し、地方創生にも結びつけて

いくことを期待する。

以上


